ご入会のお勧め

	この研究会は発足以来、24年目を迎えました。この間、実業界の要望をふまえ、学術

的分野から現実の問題を検討し解決の方向を探る場として、報告会やチュートリアル･セ

ミナーなどの活動を行ない、参加者から高い評価を頂いて参りました。

         2008年9月の金融危機後の金融市場の混乱と変革の中で、問題解決のための根本的な

探  方策を探求することの必要性を、市場関係者はあらためて認識しつつあります。

         このような状況のなかで、当研究会は、経済･金融時系列データの新しい分析技法の

考え方を紹介したり、実用性のある研究を報告･検討したりすることにより、会員相互の

研鑚をめざしております。

         今後とも、一層幅広い各分野の方々の御参加を頂き、より充実した研究会をつくりあげ

ていくつもりです。つきましては、この機会に皆様方のご参加をいただきたく、御案内を

申し上げる次第です。

ホームページアドレスはhttp://www.saeta.jp/です。


――入会手続―――――――――――――――                                                                             
下記の事務局に、電話、手紙、Emailなどで申込用紙をご請求いただけば、Email、または郵送にて申込用紙をお送りいたします。ご希望の送付方法がある場合は、その旨お知らせ下さい。

応用経済時系列研究会事務局

〒190-8562     東京都立川市緑町10-3
  統計数理研究所   川崎研究室 

Tel     ：050-5533-8535

Email ：somu＠saeta.jp
――会費振込先――              2013年度会費    法人会員  5万円、  個人会員  ４千円

銀行振込：りそな銀行  茗荷谷支店  (普) 1046338

口座名：「応用経済時系列研究会」

応用経済時系列研究会規約

第１章    総           則

第１条      本会は、応用経済時系列研究会と称する。

第２条      本会の事務局は、東京都立川市緑町10-3   統計数理研究所

川崎研究室内に置く。 

第2章    目的および事業

第３条       本会は、広く経済時系列データの分析および予測に関する応用研究を行うとともに、会員相互の理解を深めることによって実務に携わる会員の能力の向上と学問の進歩に寄与することを目的とする。

第4条       本会は前条の目的を達するために、次の事業を行う。ただし、個々の運営については別に定める。

（１）研究報告会の開催

（２）講習会の開催

（３）その他理事会において適当と認めた事業

第3章     会           員

第５条    本会の会員は、専門部門を問わず、時系列データの分析および予測の研究に関心を持つ者で、理事会の承認を得た者とする。

第6条 会員の種類は次のとおりとする。

（１）正会員

（２）法人会員

（３）名誉会員

第7条 会員は、総会の定めるところにより会費を納めなければならない。ただし、名誉会員は会費を免除とする。

第8条 会員は、本会の主催する各種事業に優先的に参加できる。

第9条 会員は、次の場合には退会したものとする。

（１）本人が退会を届出たとき

（２）会費の滞納により理事会において退会を相当と認めたとき

（３）本会の名誉を傷つけたことにより、理事会において退会を相当と認めたとき

第10条　会員あるいは過去に会員登録のあった元会員で、本研究会の活動に大きな貢献のあった者を、名誉会員としてその功績を顕彰する。

第11条　会長は、理事会の推薦する者を名誉会員候補として総会に提案することができる。名誉会員は総会において定める。

第4章    総           会

第12条       会長は毎年1回会員の通常総会を招集しなければならない。

 会長は必要があると認めたときは、いつでも臨時総会を招集する

ことができる。総会員の5分の１以上の者が会議の目的たる事項

を示して請求したときは会長は臨時総会を招集しなければならない。

第5章    機           関

第13条      本会は次の役員を置く。

　　　　　　会長　　１名

　　　　　　副会長　若干名

　　　　　　理事　　若干名

　　　　　　監事　　若干名
第14条      理事および監事は総会において選任する。会長は理事会において選出する。

副会長は理事の中から会長が指名する。

第15条      役員の任期は２年とする。ただし再選を妨げない。

第16条      会長は本会を代表し、会務を総括する。会長がその業務に支障ある

場合は、副会長がその職務を代行する。

第17条      理事は理事会を構成し、会務を執行する。

第18条      監事は会計および会務執行の状況を監査する。

監事は理事会に出席し意見を述べることができる。

第6章    会           計

第19条      本会の会計年度は、４月１日に始まり、３月３１日に終わる。

第20条      本会の目的に合致した寄付金を受入れることができる。

第7章    規約の変更及び解散

第21条      本規約の変更は総会の議決を要する。

第22条      本会の解散は理事会または会員の５分の１以上の提案にもとづき、

総会出席会員の３分の２以上の賛成をえなければ、これを行うことができない。

附           則

第1条      本規約は平成21年10月1日より施行する。

第2条       本会の運営細則は、理事会の決議によって別に定める。

第3条       本会の英文名は、Society of Applied Economic Time Series Analysis

　　　　　（略称　SAETA (ｼｰﾀ)）とする。

